
フレッド・ハッサンPhRMA会長、来日

ヘルスケア　シンポジウムで日本の医療制度改革を提言
　フレッド・ハッサンPhRMA会長（ファルマシア社会長

兼CEO）が5月下旬来日し、政界・官界・医療界・医薬品業

界の関係者と面談し、日本の医療制度改革について意見

交換を行いました。

　5月21日、東京都千代田区の日経ホールで開催された「ヘ

ルスケア シンポジウム＝新時代の医療改革：患者の

視点から」（主催：日本経済新聞社、協賛：PhRMA）にも出

席し、基調講演を行いました。ハッサン会長は、日本の医

療環境が変化するこの時を成長の好機として捉え、日本

が直面するいくつかの選択について述べました。ハッサ

ン会長は、患者優先の政策をすすめ、医師・患者が新しい

治療法にアクセスしやすい環境をつくること、医師の指

導のもとで、より充実した患者教育を実施し、患者の生

涯にわたる総医療費の観点から医療予算を見直すこと、

そして、医薬品の革新をすすめ、医師・患者にベストな

薬剤を提供し、選択できる体制をつくることなどを提案

しました。  

　また、ハッサン会長は、竹中 登一　山之内製薬（株）社長、

黒川 清　東海大学総合医学研究所所長、 児玉 龍彦　東京

大学先端科学研究センター教授、そしてコーディネータ

ー役の野中ともよ氏とともにパネルディスカッション

にも参加しました。（基調講演の要旨は、 ２ページに掲載）

　5月22日には、港区のホテルオークラでフレッド・ハッ

サンPhRMA会長主催のレセプションが開催されました。

レセプションには、尾身 幸次　科学技術政策担当大臣

をはじめ、政界、官界、内外の経済界、製薬業界から200名

を超える来賓が参加し、活発な意見交換の場となりました。

バトラーPhRMA日本代表が東大で講演
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　アントニー・バトラーPhRMA日本代表は5月10日、

東京大学大学院薬学系研究科に招かれ、「日本の医薬

品市場の規制緩和と医薬品企業の国際競争力」と題

した講演を行いました。講演要旨は以下のとおりです。

　日本の国民医療費の中に占める薬剤の割合は年々

減少し、更に市場規模は過去10年ほぼ変わらず、結果

として、新薬開発のために投資が十分でなかった。日

本の科学技術レベルは他の先進国と比べて遜色はな

いものの、必要とされる開発のための資金が不足し

ている。

　日本政府のミレ二アム・プロジェクトはコンセプ

トとしては評価できるものの、現在の規制の枠内で

民間企業の投資が推進されるか疑問である。欧州で

は政府の規制が強かったため企業が衰退していった。

日本が同じ轍を踏まないよう警告したい。

　研究開発の体制について、米国では産学協同が効

率よく機能し、新薬の開発が推進されている。一方、

欧州では協力体制がうまくいっておらず、このため

企業の競争力が低下して

しまった。資本は規制の

少ない自由な市場に流れ

ていく。

　日本の薬価制度は、さ

まざまなルールによって

翻弄され、いまや日本の

薬価水準は魅力ある投資

という面で、国際競争力を失いつつある。しかし、小

泉内閣の医療制度改革には評価すべき点も多く、

PhRMAは、その改革を支持しており、患者の医療情

報へのアクセスが一層進められることなど、改革へ

の期待もふくらんだ。肝心なことは、制度改革により

治療効果のある新薬が適正に一日も早く市場に出る

ことであり、そうすることが患者・医者をはじめ、医

療システム、日本経済、そして医薬品業界など、さま

ざまな関係者へ恩恵をもたらすことになる。
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変革の時は成長の好機

　世界の医療環境は大きく変わろうとし

ていますが、変化の時は、成長を導く好機

でもあります。その好機を生かすには、い

くつかのポイントがあります。１）患者の

ニーズを最優先する環境をつくること、２）

医療効率を高め、健康と福祉を飛躍的に

高めるためのイノベーションを数多く創

り出すこと、そして３）経済を牽引する重

要な役割を製薬産業が果たす、という点

です。

医療環境を変える5大トレンド

　５つの大きなトレンドが医療環境を大

きく変えようとしています。

　１つは、人口の高齢化です。日本では、

65歳以上の高齢者が全人口に占める割

合は、昨年（2001年）が17％であったのに

対し、2010年には23％に増加すると予測

されています。

　２つ目は、医療費の急増です。日本経済

に占める医療費の割合は、今後2010年ま

での8年間に58％も増大すると言われて

います。医療費の増大は、国の財政にとっ

て負担となりますが、国民は新しい治療

の恩恵をうけ、より多くの生命を救うこ

とができるようになります。新しい治療

法は、コスト面からだけでなく、国民の健

康と福祉に大いに貢献することに目を向

けなければなりません。ちなみに日本は

公共事業にGDPの13％を支出していま

すが、医療費にはGDPの8％しか支出し

ていません。医療の現状と将来のニーズ

に応じた支出配分を考え、その優先順位

を再検討することが重要です。

　3つ目は、新薬開発の複雑化とコストの

増大です。まだ治療法がない疾病に対す

る新薬の開発は、最新技術を駆使しても

困難で、最低でも年間15億ドルの投資が

必要であると言われています。巨額な投

資をすることができ、しかも開発のため

に優秀な人材を世界のどこからでも雇用

できる企業でなければ、新薬開発に臨む

ことができないのです。

　４つ目は、患者の意識の変化です。患者

は、インターネットなどの情報源から最

新の医療情報を入手し、これをもとに新

薬の処方を医師に求め、さらに予防や健

康管理に積極的に取組むようになりまし

た。

　最も重要な５つ目のトレンドは、医薬

品が疾病予防や治療の第一選択肢になり

つつあることです。高コレステロール、う

つ病、心臓発作、大腸がん、乳がんなど、

30年前には治癒が難しく死に至るとさ

れてきた疾病が、新薬の登場により、適切

な治療が可能となり、医薬品で治療でき

る疾患の数は当時に比べ、5倍以上に増え

ています。

　また、新薬は高価ですが、治療効果、医

療効率、そして患者のQOLにおいて極め

て望ましい結果を期待することができま

す。総合的に見ると、従来の医薬品で治療

していた場合と比べると、全体的な医療

費の伸びを抑制するという効果もありま

す。

変革が求められる日本の医療制度

　日本の医師や患者は治療技術や医薬品

を選択できる一方、最も優れた医薬品を

利用できないという矛盾を抱えています。

例えば、米国で開発され、すでに使用され

ている新薬が、日本で使用されるまでに

は数年間も待たなければならないという

事情があるからです。

また、日本には医薬品の価格統制がある

ため市場が歪められているという現状が

あります。日本の薬価制度は、新薬の価格

を低く設定し、後発品を高く維持する傾

向があり、日本の患者の利益に沿うもの

ではないと考えられます。

高齢化社会を支える健全な医療制度と製

薬産業の再活性化

　製薬産業は、経済成長をリードしてき

ました。米国では、製薬産業が成長を持続

できる魅力的な環境が存在し、これが米

国経済の発展に貢献してきました。日本

では国内市場が停滞しており、研究開発

志向型の製薬会社は成長の糧を海外市場

に求めています。

　市場原理とかけ離れた薬価規制のもと

では、製薬会社が新薬開発に多額の投資

をしても割にあわない状況が生まれ、日

本経済の活性化にブレーキをかけていま

す。

日本の医療再生のための5つの要因

　日本には経済再生への底力が残ってい

ます。また、変革を受け入れ実行しようと

する気概もあります。これら２つの要因

を基本として、今後日本の医療が再生す

るために５つのアクションを取ることを

提案します。

(1)患者優先の政策を打ち出すこと

(2)医師・患者が新しい治療法にアクセス

しやすい環境をつくること

(3)医師の指導のもとで、より充実した患

者教育を実施すること

(4)薬剤、治療、入院などの費用を個別に予

算化することを改め、患者の生涯にわ

たる総医療費の観点から検討すること

(5)医薬品の革新をすすめ、医師・患者に

ベストな薬剤を提供し、また自由に薬

剤の選択ができる体制を作ること

　この５つのアクションをおこすことで、

(1)薬の価格統制を最小限に留め、(2)市場

競争と市場の選択を促進させ、(3)知的所

有権を保護し、そして、(4)新薬開発に対

する投資インセンティブを提供すること

ができます。

　患者の利益を優先させること。日本の

製薬産業を再び活性化すること。この2つ

の変革の実現に向けて、PhRMAは積極的

な役割を果たしていきたいと考えていま

す。

ヘルスケア シンポジウム




